（R6　なかまユニオン）

項目ア

○　介護に関する休暇の取得にあたっては、「被介護人が介護を必要とする状態であることを確認するために、校長は、必要に応じて、医師の診断書、公的機関による証明書等の提出を求めることができる。」旨を「学校職場における勤務条件等（制度解説）」に記載し、府立学校長・准校長及び教職員へ示しているところ。

○　引き続き適切な休暇制度の運用に努めてまいる。

項目イ

○　教職員は、地方公務員法の規定に基づき給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができるとともに、苦情を申し出ることができることとされている。

○　府教育庁としても引き続き適切な休暇制度の運用に努めてまいる。

